
  
 

大和市告示第１５０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により次のとおり市道の路線の供用 

を令和３年９月２２日から開始する。 

なお、関係図面は、本市街づくり施設部道路管理課において、令和３年９月２２日から２週間（た

だし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

令和３年９月２２日 

大和市長 大 木  哲   

 
 

路 線 名 起   点 終   点 幅 員 延 長 備 考 

 
公所６９号 
 

 
下鶴間字乙三号 
２２２８番１６先 

 
下鶴間字乙三号 

２２３９番先 

     ｍ 

３．１４～ 

３．１６ 

     ｍ 

６３．３７ 

 

路線総延長 

１３９．６０ｍの

うち６３．３７ｍ 

 
文ヶ岡１３７号 
 

 
上草柳字東ヶ里 

９８１番２先 

 
上草柳字東ヶ里 

９７３番３ 

     

４．９８～ 

１３．８４ 

    

２０４．０６ 

 

路線総延長 

３４１．９５ｍの

うち２０４．０６ｍ 

 


